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令和４年度北海道最低賃金の改正を諮問 

― 北海道地方最低賃金審議会において調査審議が開始されます ― 

 

北海道労働局長（友藤
ともふじ

 智
とし

朗
あき

）は、令和４年７月１日に開催された第２回北海道地方最

低賃金審議会において、会長 亀
かめ

野
の

 淳
じゅん

に対し、令和４年度北海道最低賃金の改正に関

する諮問を行いました。 

これにより、同審議会の下に北海道最低賃金専門部会が設置され、本格的に調査審議

が行われることとなります。 

なお、北海道労働局においては、最低賃金や賃金の引上げを行い生産性向上に取り

組む中小企業・小規模事業者に向けて下記【参考２】による支援策を講じています。 

 

【参考 1】北海道最低賃金額の推移（過去５年間） 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

最低賃金額 ８１０円 ８３５円 ８６１円 ８６１円 ８８９円 

対前年引上額 ２４円 ２５円 ２６円 － ２８円 

対前年引上率 ３．０５％ ３．０９％ ３．１１％ － ３．２５％ 

 
【参考２】最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 

１ 北海道働き方改革推進支援センター 
中小企業・小規模事業者の皆様のために、助成金の活用などのご相談に対応するほか、生産 

性の向上を始め働き方改革に関する相談や訪問支援することなどを目的に、北海道働き方改革 
推進支援センター（北海道労働局委託事業）を設置しています。 

【相談窓口】  電話０８００－９１９－１０７３（通話無料）（月～金、9：00-17：00） 
【E－mail】  hokkaidou-hatarakikata@lec-jp.com 
【ホームページ】  https://public.lec-jp.com/hataraki-hokkaidou/ 

 

厚生労働省 

北海道労働局 労働基準部 賃金室 

室  長   横溝 朱実 

室長補佐   龍瀧 良之（りゅうたき） 

直通電話 011-788-6576 

代表電話 011-709-2311（内線 3531） 

 

厚 生 労 働 省 北 海 道 労 働 局 発 表 

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 

mailto:hokkaidou-hatarakikata@lec-jp.com
https://public.lec-jp.com/hataraki-hokkaidou/


２ 業務改善助成金 
 ≪通常コース≫ 

 業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」

の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 
 生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引上げた場合、

その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 
  ≪特例コース≫ ～申請は令和４年７月２９日まで～ 
    新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が３０％以上減少している中小企業・ 

小規模事業者が、令和３年７月１６日から令和３年１２月３１日までの間に、事業場内最低 
賃金（事業場で最も低い賃金）を３０円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、 
対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成します。 
※ 賃金引上げ額が３０円に満たない場合でも、遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払わ 

れた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。 

【相談窓口】 
   ○業務改善助成金コールセンター 
     電話 ０１２０－３６６－４４０ 

○北海道働き方改革推進支援センター（月～金、9：00-17：00） 
電話 ０８００－９１９－１０７３ 

   ○北海道労働局雇用環境・均等部企画課 
電話 ０１１－７８８－７８７４ 

申 請 先 ： 北海道労働局雇用環境・均等部企画課 
 

 ３ その他 

   北海道労働局ホームページのトップページに「中小企業・小規模事業者へ 業務改善助成金  

  ほか」のページを新たに開設して上記１及び２に関することを掲載しています。 

 

【添付資料】 

  １．北海道の最低賃金 

  ２．北海道の地域別最低賃金額の推移（平成３年度～令和３年度） 

  ３．「働き方改革」お手伝いします！（北海道働き方改革推進支援センター） 

  ４．令和４年度 業務改善助成金（通常コース）のご案内 

  ５．「業務改善助成金特例コース」のご案内 
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「みんなチェック！ 最低賃金。」 

北海道の最低賃金 
  地域別最低賃金 

  特定最低賃金 
最低賃金の件名 最低賃金額（円） 特定最低賃金の適用が除外される者 

処 理 牛 乳 ・ 乳 飲 料 、 
乳 製 品 、 糖 類 製 造 業 

時間額 

９２２ 
３．１２．４発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後３月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事 

する者 
４ 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務 

に主として従事する者 

鉄 鋼 業 
 
※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄

鋼業」を除く 

時間額 
９７９ 

３．１２．１発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 
４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 

電子部品・デバイス・電子

回路、電気機械器具、情報

通 信 機 械 器 具 製 造 業 
 

※「発電用・送電用・配電用電気機械器

具製造業」、「産業用電気機械器具製造

業」、「電球・電気照明器具製造業」及び

「医療用計測器製造業（心電計製造業を

除く。）」を除く 

時間額 
 

９２４ 

３．１２．２発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 
４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 
５ 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給

若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、

ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務（これら

の業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。）に主と

して従事する者 
６ 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な

小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、か

しめ、バリ取りの業務（これらの業務のうち、流れ作業の

中で行う業務は除く。）に主として従事する者 

船 舶 製 造 ・ 修 理 業 、 

船 体 ブ ロ ッ ク 製 造 業 
 
※「木造船製造・修理業」及び「木製漁

船製造・修理業」を除く 

時間額 

９１７ 

３．１２．１０発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 
４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 

  ●最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入 

されません。 

   ●最低賃金は、会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべて人に適用されます。 

   ●二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。 

   ●派遣労働者は、派遣先の地域（産業）に適用される最低賃金が適用されます。 

   ●中小企業・小規模事業者のみなさまへの支援策を行っております。 

・賃金引上げを支援する「業務改善助成金」は北海道労働局 雇用環境・均等部企画課（011-788-7874）までお気軽にご相談下さい。 

・賃金引上げにお悩みの方は「北海道働き方改革推進支援センター」（0800-919-1073）までお気軽にご相談下さい。（相談無料） 

労働災害に健康保険は使えません。受診は労災保険で‼ 
    
   ・ 最低賃金又は労働保険についての詳しいことは、北海道労働局（電話 011-709-2311）又は最寄りの労働基準監督署（支署）へお問い合わせ下さい。 
   ・ 北海道労働局ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/ 

 

  厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署（支署） 

最低賃金の件名 最低賃金額（円） 適用労働者等の範囲 

北海道最低賃金 
 時間額 

         ８８９ 

          ３．１０．１発効 

北海道内の事業場で働くすべての労働者及びその 
使用者に適用されます。 

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/
ryuutakiy
フリーテキスト
 資料１



 金額（円）  引上額（円）  引上率（％）  金額（円）  引上額（円）  引上率（％）

3 4,154 196 4.95 520 25 5.05 3.10. 1

4 4,331 177 4.26 542 22 4.23 4.10. 1

5 4,467 136 3.14 559 17 3.14 5.10. 1

6 4,575 108 2.42 572 13 2.33 6.10. 1

7 4,681 106 2.32 586 14 2.45 7.10. 1

8 4,780 99 2.11 598 12 2.05 8.10. 1

9 4,886 106 2.22 611 13 2.17 9.10. 1

10 4,975 89 1.82 622 11 1.80 10.10. 1

11 5,020 45 0.90 628 6 0.96 11.10. 1

12 5,060 40 0.80 633 5 0.80 12.10. 1

13 5,095 35 0.69 637 4 0.63 13.10. 1

14 637 - - 14.10. 1

15 637 - - 14.10. 1

16 638 1 0.16 16.10. 1

17 641 3 0.47 17.10.1

18 644 3 0.47 18.10.1

19 654 10 1.55 19.10.19

20 667 13 1.99 20.10.19

21 678 11 1.65 21.10.10

22 691 13 1.92 22.10.15

23 705 14 2.03 23.10. 6

24 719 14 1.99 24.10.18

25 734 15 2.09 25.10.18

26 748 14 1.91 26.10.8

27 764 16 2.14 27.10.8

28 786 22 2.88 28.10.1

29 810 24 3.05 29.10.1

30 835 25 3.09 30.10.1

Ｒ1 861 26 3.11 R.1.10.3

2 861 - - R.1.10.3

3 889 28 3.25 R.3.10.1

　注 1 ：　平成１４年度から時間額単独方式に移行。

北海道の地域別最低賃金額の推移（平成3年度～令和3年度）

年度
日        額 時   間   額

発効年月日

ryuutakiy
フリーテキスト
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（※３）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び
率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

令和４年度 業務改善助成金
（通常コース）のご案内

○ 助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。

（※1）

（※2）

（※1）

コース区分
引上

げ額

引き上げる

労働者数

助成

上限額
助成対象事業場 助成率

30円コース
30円
以上

１人 ３０万円

以下の２つの要件を
満たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内

・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金
900円未満】
４／５

生産性要件を
満たした場合は
９／１０

【事業場内最低賃金
900円以上】
３／４

生産性要件を
満たした場合は

４／５

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

10人以上 １２０万円

45円コース
45円
以上

１人 ４５万円

２～３人 ７０万円

４～６人 １００万円

７人以上 １５０万円

10人以上 １８０万円

60円コース
60円
以上

１人 ６０万円

２～３人 ９０万円

４～６人 １５０万円

７人以上 ２３０万円

10人以上 ３００万円

90円コース
90円
以上

１人 ９０万円

２～３人 １５０万円

４～６人 ２７０万円

７人以上 ４５０万円

10人以上 ６００万円

（※３）

（※３）

（※１）10人以上の上限額区分は、以下の①叉は②のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件：事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、

30％以上減少している事業者

（※1）

（※1）

（※1）

（※1）

『業務改善助成金（通常コース）』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い

賃金（事業場内最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、

設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）

などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

助成金の
概要

業務改善助成金 検索詳しくはHPをご覧ください！

※申請期限：令和５年１月31日
概 要

賃金引上げ
設備投資等に要した
費用の一部を助成設備投資等

（※２）対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち､事業場内最低賃金が900円未満の事業場です｡（令和４年４月現在）

（※2）
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厚生労働省 （R４.４.１）

～ 業務改善助成金の活用事例 ～

ご留意頂きたい事項

◆ 助成金の申請窓口は、都道府県労働局です。事業場がある地域の労働局にお問い合わせください。

【担当部署】各労働局雇用環境・均等部（室）

申請先

お問い合わせ先

交付申請書・事業実施計画などを、
最寄りの都道府県労働局に提出

審
査

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

労働局に
事業実施結果

を報告
支給

助成金支給までの流れ

審
査

◆ 過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。

◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

◆ 事業完了の期限は令和５年３月３１日です。

働き方改革推進支援資金

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や

運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

◆ 「業務改善助成金コールセンター」まで、お気軽にお問い合わせください。

電話番号 0120-366-440 （受付時間 平日8:30～17:15）



「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等
が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日まで
の間に、事業場内最低賃金（事業場で最も低い賃金）を30円以上引き上げ※、これから設
備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し､その費用の一部を助成するも
のです。
※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた
場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

● 就業規則等により※、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを

定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
※就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

● 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費
（関連する経費）がある場合は、その費用も支払うことが必要です。

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年

4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同

期に比べ、30％以上減少している事業者

● 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げている

こと（引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。）

「業務改善助成金特例コース」のご案内

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等に役立つ設備投資等を
行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(＝関連する経
費）についても助成対象として拡充されます。

ここがポイント

支給要件

助成額・助成率 助成額 助成率

最大100万円 3／４
※対象経費の合計額×補助率3／4

助成対象

A 生産向上等に資する設備投資等
機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓
練など
※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象

B 関連する経費※ 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増
設など

以下Aのほか、業務改善計画に計上されたBも助成の対象となります。

※「関連する経費」は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

対象となる事業者（事業場） 以下の要件をいずれも満たす必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

◆ 令和４年度も引き続き特例コースを実施します。
（申請期限：令和４年７月29日（金）まで）

ryuutakiy
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上限額
引き上げ
労働者数

1人 30万円

2人～3人 50万円

4人～6人 70万円

7人以上 100万円

労働局に事業実施結果を報告

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み※2

を実施

「交付申請書・事業実施計画など」を、最寄り
の労働局雇用環境・均等部（室）に提出
（締切は令和4年７月29日（金））※1

交付額確定後、労働局に支払請求を提出

審査

支 給

※1 申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。
また、予算の範囲内で交付するため、申請期間内に
募集を終了する場合があります。

■助成金の要綱・要領や、申請書の
記載例を掲載している「申請様式」
等は、こちらからダウンロードでき
ます。

特例コースの活用

[参考]
◆日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引き
上げに取り組む者に対して、設備資金や運転資金
の融資を行っています。詳しくは、事業場がある
都道府県の日本政策金融公庫の窓口に
お問い合わせください。

【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0120－366－440 （受付時間 平日8:30～17:15）

※2 交付決定前に行った設備投資等は助成対象となりません。

ご利用の流れ 助成額の上限

審査

特例コースの活用例 (「関連する経費」の助成対象の拡充)

デリバリーサービスを拡大 サテライトオフィスを設置

A 生産性向上等に
役立つ設備投資等

飲食店でデリバリーサービスを拡大す
るに当たり、機動的に配送できるデリ
バリー用3輪バイクを導入

サテライトオフィスを設置し、リモート
ワークの環境を整備するため、テレワー
ク関連機器を新たに導入

B 関連する経費

これまでの店舗内飲食だけでなく、さ
らにデリバリー・サービスを拡大した
ことを幅広く周知するために、広告宣
伝（広告宣伝費）を実施

テレワーク関連機器の導入に合わせて、
コピー機、プリンター、事務机・椅子等
も導入し、サテライトオフィスの業務環
境を整備

成果

配達の効率化とサービス内容の幅広い
周知により、多くの顧客を獲得し、生
産性が向上

オフィス内の業務環境全体を整備するこ
とにより、テレワークの機能性アップや
業務効率化が図られ、生産性が向上

生産性や労働能率の向上を図るための特例コースの活用例を紹介します。

お問い合わせ先

ご不明な点やご質問等について、お気軽にお問い合わせください。
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